
令 和 ８ 年 ３ 月 ２６日

帯 広 開 発 建 設 部

国道３８号 鎮
しずめ

橋
ば し

の工事に伴う通行方法の変更について

～道路を安心して使っていただくために～

記

１．通行方法の変更区間

国道３８号 帯広市東２条南１丁目 ～ 帯広市東２条南２丁目 （Ｌ＝０．２㎞）

２．規制内容

令和８年４月６日(月) ～ 令和９年９月上旬（予定）

施工状況に合わせ段階的に通行方法が変わりますので、詳細は別紙１，２，３をご

確認ください。

３．その他

（１） 夜間は片側１車線、昼間は片側２車線での通行となります。

（２） 気象条件および作業進捗状況等により規制開始時期及び規制期間を変更する場合

があります。

（３） 夜間工事は２０時～翌朝５時まで(土・日曜日、祝日、お盆期間、年末年始を除く)

昼間も片側２車線での通行を確保した上で工事を行う場合があります。

（４） 橋梁架替工事に伴う通行方法変更時期については、改めてお知らせいたします。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

帯広道路事務所 道路施工保全官 藤岡 康憲（電話番号 0155-24-1250 内線286）

道路整備保全課 課長 廣瀬 篤 (電話番号 0155-24-4104 内線381）

帯広開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/

帯広開発建設部では、国道３８号鎮橋において、これからも安全・安心に道路を利用

していただけるように、橋梁の架替工事を実施いたします。これに伴い、通行方法を変

更しますので、下記のとおりお知らせします。

工事期間中は道路利用者の皆様に大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお

願いいたします。

ふじおか やすのり

あつしひろせ








